
－１－

2025年（令和7年）の団塊の世代の75歳到達をはじめとする高齢化の進展

・一人暮らしの高齢者・認知症高齢者の増加

・老老介護の増加

・地域で支え合う人と人とのつながりの希薄化

・支え手となる世代の減少 など

地域包括ケアシステムの構築

※素案では、第7期計画からの変更箇所をマーカー表示しています。

第８期滝川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）」の概要

○第２部 高齢者保健福祉計画

第１章 自立支援、介護予防等の推進

１ 介護予防・日常生活支援総合事業 ２ 健康づくりによる介護予防の推進

３ その他の生活支援事業 ４ 家族介護者への支援の充実

第２章 地域生活支援体制の整備

１ 地域包括支援センターによる支援 ２ 在宅医療・介護連携の推進

３ 認知症施策の推進 ４ 地域における支え合いの推進 ５ 介護人材の育成と確保

第３章 高齢者の住まいの確保

１ 公営住宅の整備 ２ 民間住宅等の整備 ３ 養護老人ホーム

第４章 社会参加と交流の推進

１ 高齢者の生きがいづくり ２ 高齢者の積極的な社会参加の促進

第５章 介護サービス・介護予防サービスの充実

１ 居宅介護サービス ２ 施設介護サービス ３ 地域密着型サービス

○第１部 総論

第１章 計画の概要

１ 計画策定の趣旨 ２ 計画の法的位置付け ３ 総合計画等との関係 ４ 計画期間

５ 計画の策定体制 ６ アンケート調査の実施

第２章 滝川市を取り巻く現状

１ 介護保険制度の改正 ２ 高齢者等の現状と将来推計

第３章 計画の基本理念、基本方針、評価・公表

１ 計画の基本理念 ２ 基本方針 ３ 重点目標 ４ 評価・公表

介護サービスだけで高齢者を支えて

いくことは困難になっていく！

★第８期計画は、第６期及び第7期計画において取り組んできた「地域包括ケア

システムの構築」に向けた取組を深化・推進するため、2025年（令和 7年）

を見据えた中長期的な計画の３期目の計画として策定
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★介護保険料の設定

・必要となる事業費の総額 109億5,437万2,000円

・保険料収納必要額 27億 4,630万円

・基金取崩しによる市独自の保険料軽減（基金残額 2億6,839万5,690円）

全保険料段階への保険料軽減（取崩し額 9,000万円） 基準額 5,487円⇒5,290円

※基金取崩しにより、第8期保険料は第7期（令和2年度）と同額とする。
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○第３部 介護保険事業計画

第１章 介護保険事業等の見込み

１ 日常生活圏域の設定 ２ 介護サービス・介護予防サービスの利用量の見込み

３ 介護サービス・介護予防サービスの介護保険給付費の見込み

４ 地域支援事業の見込み ５ 特別給付等

第２章 介護保険料について

１ 介護保険料の設定 ２ 介護保険料の算定 ３ 介護保険料の将来推計

第３章 介護保険事業の円滑な運営のために

１ 介護保険制度への理解と啓発の促進 ２ 介護保険サービスの量的確保

３ 地域支援事業の確保 ４ 適正な介護認定の推進 ５ 保険者機能の強化

６ 介護給付の適正化 ７ 低所得者の負担軽減対策の実施


